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令和６年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者
は、凶悪事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑
者をはじめとして、約５９０人に上っています。 

これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷
害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名手配されており、再
び犯行を行うおそれがあります。 

警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、１１月中 
に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行う 
こととし、これら被疑者の早期検挙に取り 
組んでいるところです。 

指名手配被疑者によく似た人を見掛けた 
といった情報など、どんなわずかなことでも 
結構ですので、警察に通報していただくよう 
お願いします。 

 

指名手配被疑者の検挙にご協力を！ 

 

 

困ったときは、早めの相談を！ 
事件・事故など緊急時は、相談 

電話ではなく、１１０番通報を！ 
 

警察安全相談電話 

#9110又は082-228-9110  

警察の被害者相談窓口 

性犯罪相談電話 #8103又は 

0120-630-110 

鉄道警察隊 

ちかん被害相談所 

082-263-0300 

悪質商法相談電話 082-221-4194 

詳しくは、広島県警察ホームページを 

御覧ください。       

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ 

site/police/soudan.html            

 

  

 

「点検商法」の例 
給湯器の無料点検と言って訪ねてき

た業者に、「すぐに買い替えないと火事
になる。」などと不安をあおられ、不要
な工事を契約させられた。 
 

「押し買い」の例 
古着や靴を売ってほしいなどと言っ

て訪ねてきた業者に、「アクセサリーは
ないか」などと言われ、高価な宝飾品を
安価で買い取られた。 
 

被害防止のポイント 
〇 その場ですぐに契約せず、家族等に

相談しましょう。 
〇 安易に相手を招き入れず、必要のな

い場合はきっぱり断りましょう。


